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回答拒否に厳重抗議し、川内1・2号の地震動評価やり直しを求めます

私たちは5月15日に「川内1・2号の地震動評価等に関する緊急公開質問状」を提出し、「5月26日交渉(回

答を受け質疑を交わす場)」を求めましたが、原子力規制庁より「『審査中の案件についてはお答えできない』

ので応じられない」との返事が翌日ありました。しかし、審査中であった高浜3・4号、大飯3・4号および川内1・2

号の地震動評価に関する3月18日交渉には応じており、事実に反します。もっとも、3月18日交渉では原子力

規制庁担当者による回答が全く不十分であり、ほとんど「沈黙」状態に陥ったため、「3月31日再交渉」を求め

たところ、今回と同様の「回答拒否」でした。相次ぐ「回答拒否」は、原子力ムラから独立し、国民の安全確保の

立場に立つべき原子力規制委員会のあり方として、極めて由々しきことであり、厳重に抗議いたします。

私たちは今回の緊急公開質問状で、「震源パラメータ推定の元になった論文を九州電力が曲解したため、

川内1・2号周辺の活断層による地震動が過小評価されている」という重大な事実を指摘しています。しかも、こ

の問題は、2008年の新耐震指針バックチェック時に行われた原子力安全・保安院および原子力安全委員会

における審議会合でも見逃されており、根の深いものです。当時の関係職員が原子力規制庁職員として今回

の審査に当たっており、「当時下した誤った判断を自ら覆すことはできないのではないか」と、私たちは危惧し

ています。同じ「瑕疵」を原子力規制委員会で繰り返すことは許されません。

そこで、緊急に以下の要請を行いますので、真摯に対応して頂くようお願い申し上げます。

(1) 川内1・2号で活断層による地震の震源パラメータを設定する際、九州電力が菊地・山中(1997)論文を曲

解していることを原典で確認してください。すなわち、①1997年5月13日鹿児島県北西部地震は「最初に破

壊した南北断層」と「数秒遅れで破壊した東西断層」の2つで構成されていること、②菊地・山中(1997)論文

に記載された「余震」の震源パラメータは東西断層に関するものであること、③その地震モーメントには、東

西断層の破壊時間帯に重なった南北断層のモーメントが一部含まれてはいるが、1997年5月13日鹿児島

県北西部地震の全モーメントを示すものではないこと、④九州電力は、この東西断層の破壊過程に関連し

た「余震」の地震モーメント0.90×1018Nm(MW5.9)を1997年5月13日鹿児島県北西部地震の全体の地震モー

メントだと曲解し、the Global CMT project による1.42×1018Nm(MW6.0)や九州大学理学部島原地震火山

観測所(1997)による1.2×1018Nm(MW6.0)と比べてかなり小さく設定していることを確認して下さい。

(2) 川内1・2号の断層モデル（経験的グリーン関数法）による地震動評価に際して、九州電力は、要素地震

の応力降下量21.02MPaを the Global CMT project による地震モーメントで算出しており、1997年5月13

日鹿児島県北西部地震の応力降下量についても、過小評価を避けるため the Global CMT project によ

る地震モーメントを用いれば、今の15.9MPaから25.1MPaへ約1.6倍になることを確認して下さい。

(3) 周辺活断層の震源パラメータにおけるアスペリティ平均応力降下量を25.1MPaに設定し直して、川内1・2

号の断層モデルによる地震動評価を一からやり直してください。

(4) 川内1・2号に関する審査書(案)ができ次第、5月15日付緊急公開質問状への回答を受ける交渉の場を可

能な限り速やかに設定して下さい。

呼びかけ団体： 川内原発建設反対連絡協議会、川内つゆくさ会、反原発・かごしまネット、まちづくり県民会
議、川内原発活断層研究会、東電福島原発事故から３年－語る会、さよなら原発：アクションいぶすき、原
発ゼロをめざす鹿児島県民の会、かごしま反原発連合有志、原子力発電に反対する福井県民会議、サヨ
ナラ原発福井ネットワーク、原子力資料情報室、若狭連帯行動ネットワーク(事務局担当)

賛同団体・個人： 2014.5.15現在 84団体、380個人（5月15日付緊急公開質問状に記載）


